
仕様書 

１ 業務名    

歯の健康手帳（フッ化物塗布券）等の作製及び封入業務委託 

 

２ 目的    

歯の健康手帳（フッ化物塗布券）等の作製及び封入をするにあたり、効果的、効率的に準備業務を行うた

め実施するもの 

 

３ 履行期間    

契約締結日から令和８年（202６年）５月２９日（金）まで 

 

４ 履行場所    

受託者等の事務所又は作業所内 

 

５ 業務概要 

（１）歯の健康手帳（フッ化物塗布券を含む）の作製業務 

（２）案内文の作製業務 

（３）発送用封筒の作製業務 

（４）歯の健康手帳と案内文の封入業務 

 

６ 作製物等の仕様など 

（１）歯の健康手帳（フッ化物塗布券を含む） 

・印刷方法： オフセット（両面） ・サイズ：KGサイズ（仕上がり規格） 

・インク：    表紙、本文、塗布券 カラー 

・表紙：     紙質）上質紙 色）白 厚さ）1１０K 頁）4 

・本文：     紙質）上質紙 色）白 厚さ）55K 頁）最大 10  ページ番号挿入 

・塗布券：   本文の後ページにミシン目で切り離せる状態で貼り付け（塗布券イメージ参照） 

・綴じ方：   無線綴じ  

・塗布券①： 1歳児歯科健診及びフッ化物塗布券（使用期限：０歳１０か月～１歳３か月まで） 

          紙質）上質紙 厚さ）55K 色）白色 大きさ）ハガキサイズ  

ミシン目入り 

・塗布券②： フッ化物塗布券（使用期限：１歳１０か月～２歳３か月まで） 

紙質）上質紙 厚さ）55K 色）ピンク 大きさ）ハガキサイズ 

ミシン目入り 

・塗布券③： フッ化物塗布券（使用期限：２歳４か月～２歳９か月まで） 

紙質）上質紙 厚さ）55K 色）黄色 大きさ）ハガキサイズ 

ミシン目入り 

・作成部数： 塗布券①②③がついているもの 6，５００冊 



 

～塗布券イメージ～  

手帳の最終ページ（１2ページ）からミシン目で切り離せる状態で印刷 

塗布券①：１2ページ 塗布券②：14ページ 塗布券③：16ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）案内文 

・A4サイズの案内文を１種類作成（片面カラー） 

・作成部数：6,５00部 

（３）封筒 

・封筒①：「区内特別」の印字あり、宛名印字なし 

サイズ）長 3 コニーラップ 85g 片面 2c     

・封筒②：「区内特別」の印字なし、宛名印字なし 

      サイズ）長 3 コニーラップ 85g 片面 2c 

・作成部数：封筒①1,６５０枚 封筒②4,85０枚 合計 6,5００枚 

～封筒イメージ～ 

 封筒①                                 封筒② 

 

 

 

 

 

（４）その他 

・必要に応じ、レイアウト調整を行うこと。 

・校正は３回以上行うこと（原稿は紙原稿渡し）。 

区内特別 

1歳児歯科健診 
及び 

フッ化物塗布券 

12 11 

 
フッ化物塗布券 

13 14 

フッ化物塗布券 

15 16 



 

７ 業務内容 

（１）歯の健康手帳（フッ化物塗布券を含む）、案内文及び封筒を作製すること。 

（２）歯の健康手帳と案内文を共に封入すること。ただし、転入者用及び予備分の各５００部は封入せず納 

品とする。 

（３）封入作業においては、手作業による誤封入を防ぐために機械による厳密な作業管理をすること。 

  なお、機械的なログを取得し委託者の指示に基づきその検証が可能であること。 

（４）今年度記録用として使用するため、健康づくり推進課の指示する加工がされた成果物の電子データ

（ＰＤＦ）の納品を行うこと。 

 

８ 納入場所    

以下の部署に納入（R８年５月２９日まで） 

●納入 

名称 所在地 電話 

健康づくり推進課 熊本市中央区手取本町１－１熊本市役所１０階 （096）328-2145 

 

●納品数 

 部数 内容物 

① 1６00 

（8か月用） 

・歯の健康手帳（塗布券①②③付き） 

・案内文                      封入する 

・封筒（区内特別印付き） 

② 4４00 

（8か月用） 

・歯の健康手帳（塗布券①②③付き） 

・案内文                      封入する 

・封筒（区内特別印無し） 

③ 500 

（転入＋予備） 

・歯の健康手帳（塗布券①②③付き） 

④ ５00 

（転入＋予備） 

・案内文 

⑤ 50（転入） ・封筒（区内特別印付き） 

⑥ ４５0（予備） ・封筒（区内特別印なし） 

 

９ 印刷物の著作権 

（1）本業務契約に基づいて作成された成果物の著作権等すべての権利は、熊本市に帰属すること。 

（2）本業務にあたっては第三者の権利を侵害しないように十分留意すること。やむを得ず第三者が有

する著作権の映像、意匠、ソフトなどを使用するときは、あらかじめ委託者と協議のうえ、著作権法

上に定められた手続きを行うこと。もし、これらの手続きを得ないで問題が生じても委託者は一切

の責任も負わず、負担もしない。 

 



１０ その他    

（1）本業務を円滑に遂行するため、委託者は受託者に対し業務の進捗状況及び情報について報告を求

めることが出来る。 

（2）この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの仕様書に定めのない事項について

は、委託者と協議すること。 

 

１１ 問い合わせ先   

熊本市健康づくり推進課  （電話 096-328-2145） 


